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原発事故子ども・被災者支援法の基本方針案に関する要請

被災者・市民の声、パブコメが反映されていません！

私たちは、福島原発事故の被災当事者および被災者支援を行っている全国の支援者です。

福島の子どもたちの保養プロジェクトや、避難者支援などに取り組んできました。これまで、子ど

も・被災者支援法の制定や法の実施を通じた十分な被災者支援に関して、復興庁や関連省庁に、市

民の立場から要請をおこなってきました。

子ども・被災者支援法は、多くの被災者や支援者にとって希望でした。

しかし、８月３０日に復興庁が発表した「基本方針案」は、問題が多いものです。

福島の説明会で、多くの被災当事者が指摘したように、被災者の声は反映されていません。詳しく

は添付の新聞記事をご覧ください。

基本方針案の発表後、福島と東京で１回ずつ、極めて告知が不十分な「説明会」が行われただけで

した。

このため、福島での説明会では多くの被災当事者が、「各地で公聴会を」と要請しましたが、まっ

たく顧みられませんでした。支援法の第五条第３項では、「基本方針を策定しようとするときは、

あらかじめ、その内容に東京電力原子力事故の影響を受けた地域の住民、当該地域から避難してい

る者等の意見を反映させる…」と規定していますが、復興庁の対応は、この法の趣旨に反するもの

です。

復興庁によれば、パブリック・コメントは 4,900 件よせられ、その多くが、各地で公聴会を開くべ

き、被災者意見が反映されていないのは問題、支援対象地域が狭すぎ、根拠がないなど、基本方針

案の根本を問うものでした。また、健診や住宅支援などを求める意見も多かったとのことです。

復興庁は、これらの声に真摯に耳を傾け、基本方針案を見直してください。

要望事項は下記の通りです。

１．子ども・被災者支援法第五条第３項に基づき、支援法の基本方針案について、全国各地（注１）

で公聴会を開催し、改めて意見聴取を行ってください。

注１） とりわけ、福島県内外、ホットスポットがある近隣県、避難先である京都・山形・
新潟・札幌など

２．パブリック・コメントの検討を、法第十四条の規定（注２）に基づき、公開で行ってください。

また、検討の場に、被災当事者・支援者を加えてください。

注２） 「国は、第八条から前条までの施策の適正な実施に資するため、当該施策の具体的
な内容に被災者の意見を反映し、当該内容を定める過程を被災者にとって透明性の
高いものとするために必要な措置を講ずるものとする」

３．多くの自治体の意見書に従い、年間放射線量が 1 mSv を超える＜汚染状況重点調査地域＞お

よび福島県全域をすべて、支援対象地域に指定してください。また、土壌汚染や初期被ばくに



ついても勘案してください。

４．住宅支援について

１）借り上げ住宅制度（民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与）の新規受付を再開してく

ださい。

２）借り上げ住宅制度について毎年小刻みな延長を繰り返すことは、いつまでつづくのかわからず、

避難者の将来の人生設計を困難にしています。長期（たとえば 10 年）の延長を要望します。

３）借り上げ住宅制度は、現在、基本的には「借り換え」が認められていません。長引く避難で、

出産・子どもの成長に伴って、避難者には借り換えの必要性が生じているため、借り換えを認

めてください。

５）既存の公営住宅が逼迫しているまたは避難者にとって利用困難な状況にある場合、福島県外へ

の自主的避難者を含む避難者を対象にした災害公営住宅の整備が必要となると思われるがい

かがか。

５．健康支援について

１）「子ども・被災者支援法」の第十三条第二項（注３）、同第三項（被災者の医療費の減免）につ

いて、基本方針に盛り込み、検討手法やスケジュールを明記してください。

注３）第十三条第二項 子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に
居住したことがある者（胎児である間にその母が当該地域に居住していた者を含
む。）及びこれに準ずる者に係る健康診断については、それらの者の生涯にわたっ
て実施されることとなるよう必要な措置が講ぜられるものとする。

２）第十三条第二項でいう、「一定の基準以上の放射線量が計測される地域」については、少なく

とも、年間放射線量が 1 mSv を超える＜汚染状況重点調査地域＞をすべて対象とすべきであ

り、初期被ばくや土壌汚染の状況も鑑みて、さらに広い範囲を指定してください。

３）環境省が設置する有識者による委員会へは、低線量被ばくに関して警鐘を鳴らしてきた専門家、

被災者および本問題に取り組んできた弁護士を加えてください。また委員会での議論はすべて

公開してください。

以 上

集会「子ども・被災者支援法 基本方針案 このまま閣議決定しないで

パブリック・コメントを無視しないで」（１０月１０日開催） 参加者一同

および 1,255 名の被災当事者・避難者・支援者の連名にて（名簿別添）

連絡先：「子ども・被災者支援法」を活かそう市民の会

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町 3-12 明成ビル 302 号

電話：090-6142-1807


